
 - 1 - 

 

 

令和７年 12 月 19 日公表 

 

令和７年産水稲の市町村別作付面積及び収穫量 

（山梨県） 

 

表 令和７年産水稲の市町村別作付面積及び収穫量 

 

作付面積（子実用） 10ａ当たり収量 収 穫 量（子実用）

ha kg t

全 国 1,425,000 547 7,790,000

関 東 農 政 局 管 内 282,500 540 1,526,000

山 梨 県 4,630 528 24,400

甲 府 市 281 515 1,450

富 士 吉 田 市 122 514 627

都 留 市 149 511 761

山 梨 市 12 474 57

大 月 市 63 474 299

韮 崎 市 706 535 3,780

南 ア ル プ ス 市 397 496 1,970

北 杜 市 1,780 564 10,000

甲 斐 市 253 526 1,330

笛 吹 市 27 470 127

上 野 原 市 21 469 98

甲 州 市 8 481 38

中 央 市 262 503 1,320

市 川 三 郷 町 80 481 385

早 川 町 2 300 6

身 延 町 113 449 507

南 部 町 107 420 449

富 士 川 町 98 479 469

昭 和 町 64 494 316

道 志 村 10 456 46

西 桂 町 18 514 93

忍 野 村 31 497 154

山 中 湖 村 x x x

鳴 沢 村 - - -

富 士 河 口 湖 町 27 505 136

小 菅 村 - - -

丹 波 山 村 - - -

注：１　全国値については、一部収穫を終えていない地域があり概数値である。

　　２　作付面積（子実用）とは、青刈り面積（飼料用米等を含む。）を除いた面積である。

　　３　10ａ当たり収量及び収穫量（子実用）は、1.70mmのふるい目幅で選別された玄米の重量である。
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【利用上の注意】 

１ この市町村別統計は、「作物統計調査」を実施する上で把握した地域におけ

る標本調査及び現地見積りの結果、関係機関からの情報等を踏まえ、県計値の

内訳として市町村別に配分することにより作成した加工統計であり、市町村別

の値を目的として設計された調査に基づいて直接得られたものではない。 

なお、「作物統計調査」は、県計値を求めるために目標精度を設定し、調査

の設計がされている。 

２ 面積、収穫量ともに耕地の存在する市町村に計上しており（属地統計）、耕

作者の市町村間の出作・入作を考慮していない。 

３ 表中の「－」は事実のないもの、「ｘ」は個人又は法人その他の団体の個々

の秘密に属する事項を秘匿するため、統計数値を公表しないものである。 

４ 数値は次表の方法によって四捨五入しており、市町村値の計が県値と一致し

ないことがある。 

 

【ホームページ掲載案内】 

 ○ 各種農林水産統計調査結果は、関東農政局ホームページ中の統計情報で御覧い 
  ただけます。 
  【 https://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/kohyo/2025kekka.html#R07PR05_19 】 
 
         二次元コードはこちらから →  

 

 

 

 

 

 

 

 

◎本統計調査結果について 

 関東農政局 山梨県拠点 統計担当 

 電 話：055-254-6019 

  

 

 

 

７桁以上 ６桁 ５桁 ４桁 ３桁以下

（100万） （10万） （１万） （1,000） （100）

３桁 １桁 四捨五入しない

四捨五入する前（原数） 1,234,567 123,456 12,345 1,234 123

四捨五入する数値（統計数値） 1,235,000 123,500 12,300 1,230 123

原数

四捨五入する桁数（下から）

例

２桁

お問合せ先 


